
R6.10.9 教育委員会会議資料（教育長報告） 

部活動地域移行について 
令和６年(2024年)10月９日 

 

①部活動の現状 
○部活動数（運動・文化部別）設置種目の状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

運動部 
設置数 

文化部 設置数 
男子 女子 

陸上 20 20 吹奏楽 20 

水泳 8 8 コーラス 6 

柔道 5 4 バトン 1 

剣道 9 9 太鼓 1 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 18 17 放送･広報 3 

サッカー 17  理科･科学 8 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 8 18 技術･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 1 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 14 15 美術 17 

卓球 15 15 演劇 1 

軟式野球 16  家庭･手芸･生活 4 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ  5 園芸 2 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 3 3 茶道 1 

計 133 114 消防 1 

   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 

   ESS・英語 6 

   囲碁・将棋 1 

   総合文化 5 

   計 79 

○加入人数・加入率の推移 

（過去５年、運動・文化別） 

○部活動数の推移 

（過去５年、運動・文化別） 

浜甲子園中、鳴尾南中、高須中の連携校型合同部

活動は１部活とカウント（３校で１部活動） 
浜甲子園中、鳴尾南中、高須中の連携校型は、各

校に設置している部活動とカウント 
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○加入人数の推移（過去５年、運動・文化各部別、男女別） 
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②地域移行後の体制、活動のイメージ図 
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④進捗状況 
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１．西宮市立学校における教職員の超過勤務時間の実態について 

・令和５年度（2023年度）、超過勤務時間の時間区分毎、１年間の延べ人数 

・対象は、校長、教頭、教諭、臨時講師、養護教諭、栄養教諭、事務職員の全ての教職員。（単位：人） 

 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

４５時間以下 １３，５３２（８３％） ４，０１９（４８％） ３２５（７３％） ６８６（９６％） 

４５時間超～８０時間以下 ２，６７８（１６％） ３，１９７（３９％） １１７（２６％） ３２（４％） 

８０時間超～１００時間以下 １１２（１％未満） ７２０（９％） １（１％未満） ０ 

１００時間超 ３３（１％未満） ３３８（４％） １（１％未満） ０ 

延べ人数合計 １６，３５５ ８，２７４ ４４４ ７１８ 

◆８０時間越えについて  

（１）小学校  １４５人（ ０．８８％） ⇒教員だけなら１０６人（０．６４％） 

 ※①校長６人。②教頭２１人（内７人は 100ｈ越）。③養護教諭３人（456月）④事務９人を含む。 

 

（２）中学校 １０５８人（１２．７％）  ⇒教員だけなら１００６人（１２．２％） 

 ※①校長４人。②教頭３８人（内６人は 100ｈ越）。③養護教諭１０人（456月）を含む 

 

２．中学校で 80ｈを越える主な理由 ～中学校長への聞き取りより、部活動を中心に 

・80ｈを越える教員は、よく土日両日とも出勤している。部活動だけで帰らず、仕事で残っている。 

・部活動関係で、大会の役員や運営の準備等の業務を平日にも行っている。 

・朝の練習。夕方は 18時まで部活動。生徒を帰らせ、そこから校務や自分の仕事ができる。打ち合わせや行事の準備、授業準備を行う。学年会など

生徒の情報交換をすることは大事な時間である。 

・生徒指導が入ると 19時ごろまで対応している。生徒指導は、その日のうちに必ず保護者にまで説明を行う必要があり、放課後、家庭訪問や電話を

行う。自動応答でかかってはこないが、教員からよくかけている。学校によっては、保護者に連絡がつきにくく、時間がかかる。そこから会うと

なれば、22時頃から面談することもある。 

・また、不登校対策も、人によって違う。朝よりも放課後や夕方の時間。学校に誰もいない時間なら登校できる生徒や、本人、保護者と個別に対応

しようと思えば、部活動が終わってからのような時間の活用となる。家庭訪問や保護者との対応にも時間がかかる。 

・特に、４・５月の業務は多い。トライやるや修学旅行などの準備に多くの時間がかかる。 

・休む人や臨時講師の多さで、生指担当や主任、担任等、一部の人に業務の負担がかかっている。 

・顧問を断る、土日の部活動に協力できない教員が増加し、顧問を依頼するだけでも困難な状況。  
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部活動の地域移行に関するガイドラインでの検討課題、当市の現状・対応など 

 

  ガイドライン（※）での内容 現状・これまでの対応 

学

校

部

活

動 

体制構築 ・学校の設置者及び校長は、時間外在校時間として月 45 時間以

内、年間 360 時間以内とするよう、業務改善及び勤務時間管

理を行う。 

・学校の設置者は、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置

する。 

・令和 5 年度における状況として、小学校では

83％が 45 時間以内の時間外在校時間となっ

ているが、中学校では 48％にとどまる。 

・令和６年度は 13 人の部活動指導員を配置。 

生徒のニーズ

を踏まえた環

境整備 

・校長は、性別や障害の有無を問わず、多様なニーズに応じた活

動ができる環境を整える。 

 

地域連携 ・学校の設置者及び校長は、学校と地域が協働・融合した形での

地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進める。 

・地域のスポーツ・文化芸術団体は、学校の設置者等と連携して

学校と地域が協働融合した形での地域におけるスポーツ・文

化芸術活動を推進する。 

・学校の設置者及び校長は、地域で実施されている分野と同じ

分野の部活動については、休日の練習を共同で実施するなど

連携を深める。 

 

地

域

ク

ラ

在り方 ・市区町村は、生徒の心身の健全育成等を図るためだけでなく、

地域住民にとってもより良い地域スポーツ・文化芸術環境と

なることを目指し、地域のスポーツ・文化芸術団体、学校等の

関係者と理解と協力の下、生徒の活動の場として、地域クラ

・令和５年５月に学識者、学校関係者、地域ス

ポーツ団体代表、地域文化団体代表、保護者、

行政関係者をメンバーとする西宮市部活動

地域移行推進協議会を設立。 
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ブ

活

動 

ブ活動を行う環境を速やかに整備する。 

・生徒のみならず地域住民を対象とした地域スポーツ・文化芸

術活動全体を振興する契機とする。 

参加者 ・学校部活動に所属していない生徒、苦手な生徒、障害のある生

徒など希望する全ての生徒を想定する。 

 

運営団体 ・市区町村は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団

体・実施主体の整備充実を支援する。 

・統括団体への支援の在り方について、検討

中。 

連携体制 ・市区町村は、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化

振興担当部署や社会教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管

理を担う担当部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護

者等の関係者からなる協議会などにおいて、定期的・恒常的

な情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携する体制を整備す

る。 

・令和５年５月に学識者、学校関係者、地域ス

ポーツ団体代表、地域文化団体代表、保護者、

行政関係者をメンバーとする西宮市部活動

地域移行推進協議会を設立。 

指導者 ・市区町村は、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。 

・地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、スポーツ・文化芸

術・団体の指導者など様々な関係者から指導者を確保する。 

・令和５年５月開催の協議会において、関係団

体に要請。 

・令和５年 11 月には、市内の大学（武庫川女

子大学、関西学院大学等）への指導者への派

遣についてアンケートを実施。 

 

 教師等の兼職

兼業 

・教育委員会は、地域クラブ活動での指導を希望する教師等が、

円滑に兼職兼業の許可を得らえるよう、規程や運用の改善を

行う。 

 

活動内容 ・地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技・大会志向の活 ・地域クラブ活動の内容等について、統括団体
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動だけでなく、体験教室、レクリエーション的活動、シーズン

制の活動、アーバンスポーツ、ユニバーサルスポーツなど、生

徒の志向や体力等の状況に適した機会を確保する。 

・地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、他の世代向けに設置

されている活動に生徒が一緒に参画できるようにする。 

・地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施されてい

る活動内容等を生徒・保護者に対して周知する。 

の HP で周知できるよう調整中。 

活動場所 ・市区町村は、営利を目的とした民間事業者等が学校施設の利

用が可能となるよう改善を行う。 

・市区町村は、地域クラブ活動を行う団体に対して学校施設等

について低廉な利用料を認めるなど、負担軽減や利用しやす

い環境づくりを行う。 

・協議会などを通じて地域クラブ活動の際の学校施設の利用ル

ールを策定する。 

・規程の見直しを検討中。 

会費 ・地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、活動の維持・運営に

必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定する。 

・市区町村は、経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動

への参加費用の支援等の取組を進める。 

・困窮する家庭の生徒への支援について検討

中。 

保険 ・各競技団体等は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が加盟

するに当たって、指導者や参加者等に対して指定する保険加

入を義務付けるなどする。 

 

移

行

検討体制 ・市区町村は、関係者からなる協議会等を設置する。 

・アンケートなどを通じて生徒のニーズを適宜把握する。 

・令和５年５月に学識者、学校関係者、地域ス

ポーツ団体代表、地域文化団体代表、保護者、
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に

向

け

た

環

境

整

備 

・市区町村は、今後は地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進

める観点から、学校の設置・管理運営を担う担当部署との緊

密な連携・協力に基づき、地域スポーツ・文化振興担当部署や

生涯学習・社会教育担当部署が中心となって取り組むことが

考えられる。 

・市区町村の競技団体などの関係団体は、指導者の養成・派遣や

活動プログラムの提供などにより環境整備に参画する。 

行政関係者をメンバーとする西宮市部活動

地域移行推進協議会を設立。 

・令和６年 10 月に学校教育課担当課長・係長、

コーディネーター、文化スポーツ課長、同担

当課長、係長等をメンバーとするプロジェク

トチームを設立。 

地方公共団体

における総合

的・計画的な取

組 

・市区町村は、例えば推進計画の策定等により、関係団体、学校

保護者等に対し、スポーツ・文化芸術環境の方針、具体的な取

組の内容、効果、スケジュール等を分かりやすく周知する。 

・推進計画の策定に向け、協議会において検討

中。 

大

会 

参加機会の確

保 

・市区町村は、地域クラブ活動も参加できる大会に対して、補助

金や後援名義、学校や公共施設の貸与等の支援を行う。 

・大会参加への支援の在り方について、検討

中。 

引率 ・市区町村において、部活動指導員や外部指導者による引率を

認めていない場合は、引率が可能となるよう見直す。 

 

大会運営への

従事 

・教育委員会や校長は、大会運営に従事する教師等の服務上の

扱いの明確化や兼職兼業の許可について、適切な服務監督を

行う。 

 

大会等の在り

方 

・域内の中体連、学校の設置者は、協議会の場を活用し、大会の

統廃合等を主催者に要請するとともに、生徒が参加する大会

数の上限の目安を定める。 

 

 

（※）「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（令和４年１２月 スポーツ庁・文化庁） 
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